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国民健康保険料決定通知書には、「年間保険料」「徴収方法」「期別保険料額」「保険料算出の内訳」

「軽減判定の状況」「国民健康保険の加入状況」「保険料率」等が記載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽減基準所得金額＝世帯主と被保険者全員の前年中の所得の合計額(65 歳以上の方の公的年金所

得は 15 万円を控除した金額、専従者控除は適用前の金額、分離譲渡所得は特別控除前の金額)で

す。 

基 準 総 所 得 金 額＝被保険者の前年中の所得の合計額から基礎控除 43 万円（※）を控除した金額

です。 （※前年所得が 2,400 万円を超える方は、控除額が変更になります。） 

③徴収方法 

④年間保険料 
口座登録された方は、

口座情報 

⑥保険料の

算出内訳 

⑤軽減 

⑦期別保険料

公
印 

 

⑧被保険者の

加入状況 ⑨擬制世帯主、 

特定同一世帯所属者 

は金額なし 

②被保険者

証番号 

①納付義務者 

各期の支払い

期限が記載さ

れています 

 

⑩保険料率 

今年度の保険料率が記載

されています。 
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ただし、雑損失の繰越控除は考慮されません。 

① 納付義務者 

 保険料の納付義務者である「世帯主」のお名前が記載されています。 

 

② 被保険者証番号 

窓口やお電話で、保険料等についてお問い合わせの際には、以下の内容をお伝えくださ

い。 

「納付義務者氏名（必須）」及び「生年月日（必須）」 

「被保険者証番号」 

「連絡先の電話番号」 

 

※ただし、お電話では個人情報（保険料額や所得、世帯の加入状況など）を含むお問い合わ

せにはお答えできません。ご理解いただきますようお願いします。 

 

③ 徴収方法 

徴収方法が記載されています。 

普通徴収…納付書や口座振替にて納付していただきます。 

特別徴収…年金からの天引きにて納付していただきます。 

普通徴収・特別徴収併用…年度内に徴収方法の切り替えがある方です。 

 

④ 年間保険料 

 1 年間の保険料額が記載されています。 

 

⑤ 軽減について 

国民健康保険制度では、世帯所得が一定の基準以下の場合に保険料を減額する「軽減」制度

があります。 

 この「軽減」の適用を受けるには、世帯全員が所得を申告していることが必要になります。

所得の申告について、詳しくは税務課までお問い合わせください。 
 

軽減区分 保険料が軽減される世帯 

7 割軽減 前年中の所得が 43 万円＋10 万円×（給与所得者等(※)の数－1）以下の世帯 

5 割軽減 
前年中の所得が 43 万円＋30 万 5 千円×被保険者数＋10 万円×（給与所得者

等の数－1）以下の世帯 

2 割軽減 
前年中の所得が 43 万円＋56 万円 ×被保険者数＋10 万円×（給与所得者等の

数－1）以下の世帯 

※ 世帯主と被保険者の中で、給与所得または公的年金に係る雑所得がある方を指します。 

 



国民健康保険料 決定通知書の見方 
 

-3- 

⑥ 保険料の算出内訳 

保険料は世帯単位で算出します。「医療分」、「後期高齢者支援金分」、「介護分」の内訳を記載

しています。「介護分」は 40 歳以上 65 歳未満の方のみ算出し記載しています。 

軽減がある世帯は軽減区分・軽減額が記載されています。 

 

⑦ 期別保険料 

各期に納付する保険料額を記載しています。 

 

普通徴収の方（口座振替含む）は上側に金額が並び、6 月から 3 月までの 10 期で保険料を納

付書（または口座振替）にて納付していただきます。 

 

特別徴収の方は下側に金額が並び、4 月・6 月・8 月・10 月・12 月・2 月の 6 期に分けて年

金から天引きされます（4 月・6 月・8 月は、令和 6 年 2 月徴収額と同額です）。 

 

普通徴収・特別徴収併用の方は上側と下側に金額が並び、上の普通徴収となっている月は納

付書で納めていただき、下の特別徴収となっている月は年金からの天引きになります。 

 

⑧ 被保険者の加入状況及び所得状況 

 被保険者の加入状況や所得状況（軽減基準所得金額、基準総所得金額）を記載してあります。 

今年 75 歳になり、後期高齢者医療制度に該当（国保から離脱）する方は、あらかじめ 75 歳

到達月の前月までの月割りで計算しています。 

今年 40 歳になり、介護保険の第２号被保険者に該当する方には、40 歳到達月時点で介護分

を含んだ保険料を計算し、再度通知します。 

 非自発的失業者（国保加入時などに申請いただいている場合）である場合は、通知書の「軽

減基準所得金額」及び「基準総所得金額」は、給与所得を 100 分の 30 とみなす前の金額を記

載しています。上の「⑥保険料の算出内訳」内の「基準総所得金額」欄には 100 分の 30 とみな

した後の所得を記載しており、保険料の算定にはこちらを使用しています。 

 

⑨ 擬制世帯主、特定同一世帯所属者 

擬制世帯主…世帯員に国保加入者がいる世帯で、自身は社会保険や後期高齢者医療制度など 

に加入している世帯主です。 

特定同一世帯所属者…国保から後期高齢者医療制度へ移行した方です。 

 

擬制世帯主、特定同一世帯所属者は、国保加入者ではないため所得割額の算定には含みませ

んが、軽減判定所得の算定には含みます。 

 

⑩ 保険料率 

 賦課対象年度の保険料率、賦課限度額が記載されています。 

 


